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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月14日(2018.11.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一組の交流入力線（Ｗ）から入力する交流電圧（Ｖｒ，Ｖｓ，Ｖｔ)を整流し、負荷（
４）が両者間に接続される一対の直流母線（ＬＨ，ＬＬ）へと直流電圧（Ｖｄｃ）を出力
する整流回路（２）に対して、前記一組の交流入力線と前記一対の直流母線との間に並列
に接続されるアクティブフィルタであって、
　第１コンデンサ（Ｃ２）と、
　前記第１コンデンサの一対の端のそれぞれを前記一対の直流母線のそれぞれと接続し、
少なくともその一方が前記直流電圧に対して順方向となる向きで配置されるダイオード（
Ｄ１）である、一対の電流制限素子（Ｄ１，Ｄ２，Ｒ２）と、
　前記一組の交流入力線に接続された一組の交流側端子（５１，５２，５３）と、前記第
１コンデンサの両端に接続された一対の直流側端子（５４，５５）と、前記交流側端子の
各々と前記直流側端子の各々とを接続するスイッチング素子の複数と、前記スイッチング
素子の各々に逆並列に接続されたダイオードの複数とを有するインバータ（５）と
を備える、アクティブフィルタ。
【請求項２】
　前記一対の電流制限素子のいずれもが、前記直流電圧に対して順方向となる向きで配置
されるダイオード（Ｄ１，Ｄ２）である、請求項１記載のアクティブフィルタ。
【請求項３】
　前記一対の電流制限素子の他方は抵抗（Ｒ２）である、請求項１記載のアクティブフィ
ルタ。
【請求項４】
　前記整流回路（２）は、ダイオードブリッジ（２１）と、ローパスフィルタ（２２）と
を有し、
　前記ローパスフィルタ（２２）は前記ダイオードブリッジ（２１）と前記一対の直流母
線（ＬＨ，ＬＬ）との間に設けられ、
　前記ダイオードブリッジ（２１）は前記一組の交流入力線（Ｗ）と前記ローパスフィル
タ（２２）との間に設けられ、
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　前記ローパスフィルタは、一の前記一対の直流母線（ＬＨ）と前記ダイオードブリッジ
（２１）との間に設けられる第１リアクトル（ＤＣＬ１）と、他の前記一対の直流母線（
ＬＬ）と前記ダイオードブリッジ（２１）との間に設けられる第２リアクトル（ＤＣＬ２
）と、前記一対の直流母線（ＬＨ，ＬＬ）の間に設けられる第２コンデンサ（Ｃ１）とを
有する、請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載のアクティブフィルタ。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載のアクティブフィルタと前記整流回路（２
）とを含む、交直変換装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】


	header
	written-amendment

